
各務原都市計画緑地の変更（岐阜県決定） 

 

都市計画緑地中、１号国営木曽三川公園各務原緑地を次のように変更する。 
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位  置 面 積 備 考 

番号 緑地名 
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各務原市 
神置町    字堤外 
下中屋町   字弥平島、字向山及び字堤外 
大佐野町   字堤外 
上中屋町   字村前堤外、字村西堤外、字宮前及び字

加納猿尾 
松本町    字堤外、字送木及び字中橋 
下切町    字西欠下 
前渡西町   字河原、字南河原、字河端、字村前、字

堤袖及び字大久根 
前渡東町   字天王西、字天王前、字北島猿尾下及び

字熊野社前 
鵜沼     字川原 
鵜沼小伊木町 四丁目 
川島渡町   字小谷島地先、字寺屋敷地先、字兵部屋

敷地先、字茶売屋敷地先、字堀屋敷地先、

字城屋敷地先、字南渡り地先、字広江地

先、字東大塚地先及び字西大塚地先 
川島北山町  字道南地先、字道北地先、字宮東地先及

び字小屋場前地先 
川島松原町  字六八野地先、字永田地先、字出来野地

先及び字三ッ屋地先 
川島河田町  字桃園地先、字河田島前地先、字河田島

東地先及び字三ッ屋地先 
川島松倉町  字西牛子地先、字中山地先、字寺前地先、

字伊八島地先及び字上之島地先 
川島竹早町  字竹早地先 
川島小網町  字標場東地先、字本田浦地先、字前河原

地先、字少林寺地先及び字少林寺前河原

地先 
川島笠田町  一丁目地先、二丁目地先、三丁目、三丁

目地先、四丁目地先、五丁目地先、六丁

目、六丁目地先、字村前地先、字北仙田

野地先及び字村北祢宜山 

約 858.5ha 河岸緑地



「区域は、計画図表示のとおり」 

 

理由 

各務原市下中屋町 2 丁目及び神置町 4 丁目の当該区域については、堤外地であるかさだ広場・

各務原アウトドアフィールド及び河川環境楽園に集約されたため、当該緑地区域約 3.5ha の見直

しを行うものです。 

 


